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2  相談･支援

2 (1)  相談支援体制の充実

2 (1) ①  相談機能・支援体制の充実、関係機関との連携強化

●人権擁護委員による
　人権相談

継続 13

広報小山及びホームぺージで
案内
〇人権擁護委員による人権
　相談の受付
　日時：毎月第2金曜日
　　10:00-12:00
　　13:00-15:00
　場所：小山市役所6階
　　　　　相談室6B
　体制：人権擁護委員4名
　（午前・午後各回2名）

― ―

広報小山及びホームぺージで
案内
〇人権擁護委員による人権
　相談の受付
　日時：毎月第2金曜日
　　10:00-12:00
　　13:00-15:00
　場所：小山市役所6階
　　　　　相談室6B
　体制：人権擁護委員4名
     （午前・午後各回2名）

―

広報小山及びホームぺージで
案内
〇人権擁護委員による人権
　相談の受付
　日時：毎月第2金曜日
　　10:00-12:00
　　13:00-15:00
　場所：小山市役所5階
　　　　　相談室5B
　体制：人権擁護委員4名
　（午前・午後各回2名）

●栃木人権擁護委員協
　議会第二部会での研
　修の実施

継続 13

〇栃木人権擁護委員協議会
　第二部会定例研修会
・年10回開催予定
・人権に関する知識の深化及
び相談対応のスキルを身に付
けることを目的に実施

― ―

〇栃木人権擁護委員協議会
   第二部会定例研修会
・年10回開催
・人権に関する知識の深化及
び相談対応のスキルを身に付
けることを目的に実施した。

―

〇栃木人権擁護委員協議会
   第二部会定例研修会
　・年8回開催
　・人権に関する知識の深化
及び相談対応のスキルを身に
付けることを目的に実施し
た。

●電話・メールによる
　相談の実施

継続 13

〇電話・メール・来課によ
　る相談の受付
　月～金　8:30～17:15
　（土日、祝祭日、年末年始
を除く）随時対応
〇隣保事業生活相談員による
巡回相談　相談員：1名
（人権・男女共同参画課に配
属）

― ―

〇電話・メール・来課による
相談の受付
　月～金　8:30～17:15
（土日、祝祭日、年末年始を
除く）
   随時対応
〇隣保事業生活相談員による
   巡回相談   相談員：1名
 (人権・男女共同参画課に配
属）

―

〇電話・メール・来課による
相談の受付
　月～金　8:30～17:15
（土日、祝祭日、年末年始を
除く）
   随時対応
〇隣保事業生活相談員による
   巡回相談   相談員：1名
 (人権・男女共同参画課に配
属）

2 (1) ②  相談窓口に関する情報の周知

●人権啓発パンフレ
　ットの活用

継続 14

〇人権教育・啓発パンフレッ
トの活用
・法務省作成のパンフレット
を市役所1階のパンフレット
コーナーに配架
〇人権啓発パンフレットを作
成し、配布する。（年1回）
・テーマは検討中 2,000部作
成予定
〇ホームページ掲載

― ―

〇人権教育・啓発パンフレット
の活用
・法務省作成のパンフレットを
市役所1階のパンフレットコー
ナーに配架
〇人権啓発パンフレット～障が
いのある人と人権「共生社会の
実現に向けて」のリーフレット
を2000部作成、関係機関等へ配
布し、啓発を行った。
〇ホームページ掲載を実施し
た。

―

〇人権教育・啓発パンフレッ
トの活用
・法務省作成のパンフレット
を市役所1階のパンフレット
コーナーに配架
〇人権啓発パンフレットを作
成し、配布する。（年1回）
・テーマは検討中
　　2,000部作成予定
〇ホームページ掲載

●広報小山・ホーム
　ページでの情報発
　信

継続 14

〇市ホームページに個別課
　題ごとの相談窓口の掲載
　「各種相談窓口一覧」を
　更新する
〇広報小山による相談窓口
　の周知
　・人権特設相談について
　　の特集記事掲載
〇人権啓発活動を通じた相
　談窓口の案内
　・市及び企業のイベント
　　時の案内チラシ配布

― ―

〇市ホームページに個別課題
ごとの相談窓口の掲載
「各種相談窓口一覧」を更新
〇広報小山による相談窓口の
周知
　・人権特設相談についての
特集記事掲載（年2回、6月12
月号）
〇人権啓発活動を通じた相談
窓口の案内
　・市及び企業のイベント時
の案内チラシ配布

―

〇市ホームページに個別課
　題ごとの相談窓口の掲載
　「各種相談窓口一覧」を
　更新する
〇広報小山による相談窓口
　の周知
　・人権特設相談について
　　の特集記事掲載
〇人権啓発活動を通じた相
　談窓口の案内
　・市及び企業のイベント
　　時の案内チラシ配布

2 (1) ② 10

2 (1) ① 9

○各種広報媒体を活
用した各相談窓口情
報の周知

人権・男女共
同参画課

Ａ

令和6年4月よ
り、事業者に
よる障がいの
ある人への合
理的配慮の提
供が義務化さ
れたことか
ら、理解等を
促進するた
め、パンフ
レットの作
成・啓発を実
施した。
隣保事業での
リーフレット
作成では、マ
イクロアグ
レッションや
人権標語等身
近な話題につ
いて取り上
げ、人権運動
団体の方に、
手にとってい
ただけるよう
な内容を心が
けた。

【要望】
人権啓発パンフ
レットは色使い内
容等すばらしいパ
ンフレットと思い
ます。できれば
「小山市の取組
み」(2025～6)の
更新をお願いした
い。

【確認】
人権啓発パンフ
レットのテーマと
部数を説明してく
ださい。

【評価】
適宜、啓発されて
いると思う。パン
フレットは年1回
でよいので、全戸
に市の広報誌と一
緒に配布し、目に
とめてもらうのは
よい啓発であると
感じる。

〇人権啓発パンフレッ
トについては、令和6
年4月より障害者差別
解消法が改正されたこ
とから、
～障がいのある人と人
権～「共生社会の実現
に向けて」のタイトル
で障がいのある人への
合理的配慮の提供につ
いて取り上げました。
理解促進につながるよ
う、見やすくわかりや
すい内容を心がけ、
2,000部を作成し、庁
内他、関係機関等へ配
布し啓発を行いまし
た。
市では庁内各課で様々
なパンフレット等を作
成しており、効果的な
情報発信が可能となる
ようご意見等について
も共有していきたいと
考えています。

人権・男女共
同参画課

Ａ

研修の実施
では、委員
の意見を取
り入れ、講
師を招いた
り、人権相
談や人権講
話等を行う
うえで実際
に役立つ内
容とするよ
う心がげ
た。また、
人権相談で
は、相談者
に対して寄
り添った丁
寧な傾聴を
行った。

【確認】
人権擁護委員の人選
や委嘱について説明
してください。

【評価】
研修については、人
権課題に対応し、よ
くできている。

【評価】
定期的かつ頻回の相
談が計画通り実施で
きている。

【要望】
人権相談の流れ、年
度ごとの人数、男女
別、年齢別等の実績
と推移、傾向が分か
ると次の対策が明確
になるのでは。

【確認】
相談希望者は月にど
のくらいおり、実施
回数はどのくらいな
のか。また、相談は
傾聴のみで対策は講
じていないのか。

【要望】
広報やホームページ
等で案内している
が、一覧表に載せて
あるので、わからな
い人も多い。小山テ
レビやおーラジや集
会の機会等に周知す
るとよいのではない
か。

【確認】
課配属の相談員1名
体制で充分に対応し
ているのでしょう
か。

○各種相談窓口機能
の充実
○関係機関のネット
ワークの構築による
連携強化

〇人権擁護委員は、法務大臣
が委嘱した民間の方です。
候補者については、人格識見
高く、広く社会の実情に通
じ、人権擁護について理解の
ある方を人権・男女共同参画
課で選出し、市議会の意見を
聞き、市長が法務大臣に対し
て推薦します。小山市には14
名の委員がおり、野木町の委
員5名と宇都宮法務局栃木支局
所管の栃木人権擁護委員協議
会第二部会に所属して、人権
相談や人権啓発の活動を行っ
ています。

〇人権相談は人権擁護委員が
対応しており、守秘義務によ
り、相談内容等を市側に伝え
ることはありません。法務省
では、人権相談件数や人権侵
犯事件についての統計や事例
等を公開しています。

〇人権相談の受付は、人権・
男女共同参画課の窓口で行っ
ており、相談者は令和6年度実
績で10件でした。人権擁護委
員が受けた相談内容は、法務
局へ報告し、人権侵犯事件と
して扱うかどうかの判断がさ
れます。人権侵犯事件と判断
された場合は、救済のための
対応が行われます。

〇人権相談の周知について
は、広報・ホームページ他、
おーラジでの人権擁護委員出
演や人権週間でのPR等を実施
しております。今後も様々な
機会をとらえ周知を行ってま
いります。

〇隣保事業相談員について
は、支部の代表者を毎月巡回
訪問し、相談等の有無を確認
しておりますが、面談率は毎
月100%を維持できており、現
体制で可能であると考えてお
ります。

1／10
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●隣保事業での相談窓
　口情報啓発紙の発行

継続 14

〇相談事象の解決に向けて
　「小山市人権だより」
　（A4版リーフレット）
　　の配布
　配布先：人権運動団体
　2団体及び会員
　　　　　　600枚作成

― ―

〇相談事象の解決に向けて
　「小山市人権だより」
　（A4版リーフレット）
　　の作成・配布
　配布先：人権運動団体
　2団体及び会員
　　　　　　300枚作成

―

〇相談事象の解決に向けて
　「小山市人権だより」
　（A4版リーフレット）
　　の配布
　配布先：人権運動団体
　2団体及び会員
　　　　　　300枚作成

3  分野別課題

3 2  子どもの人権

3 2 ①  子どもの人権の尊重

3 2 ①

★オレンジリボンキャ
　ンペーンの実施

継続 26

★啓発ポ
スターの
設置
　依頼事
業所数
14社

★啓発ポ
スターの
設置
　依頼事
業所数
2,500社

○児童虐待防止オレンジリボン
キャンペーンとして、6月から3月
にかけ、全5回の市民参加型ワーク
ショップを実施し、児童虐待防止
の理解促進、更なるキャンペーン
展開の機運醸成を図った。11月の
児童虐待防止推進月間に児童虐待
防止に関しての啓発活動として、
オレンジリボンツリーを庁舎1階北
側ロビーに設置、小山商工会議所
に配布依頼し、2,500事業所にて啓
発ポスターを掲示。
○西口まつり実行委員会と共同
し、まちかど美術館を活用したオ
レンジリボンキャンペーンの歴史
の展示、オレンジリボンおかしリ
レーを実施、普及啓発に努めた。

〇令和7年度は、オレ
ンジリボン・児童虐待
防止推進キャンペーン
の期間を9月から11月
に拡大し、庁舎内外で
の展示、関係機関への
啓発物配布、掲示のほ
か、ワークショップを
引き続き開催してまい
ります。

★啓発ポ
スターの
設置
　依頼事
業所数
2,000社

〇青年層に向けた啓発を検討
するべく、県内大学との事業
連携により効果的なキャン
ペーン活動を実施する。
〇小山商工会議所へ啓発ポス
ターの周知依頼をする。

●虐待防止月間に行う
　啓発活動の実施

継続 26

虐待防止
講演会の
開催　 0
回

児童虐待
防止に関
する講演
会として
1,045施設
に動画配
信（1回※
再生可)

〇11月オレンジリボン・児童虐待防
止推進キャンペーンより市内の小・
中・義務教育学校、保育所（園）・
幼稚園・認定こども園・認可外保育
施設、高等学校、障がい児相談支援
事業所、児童発達支援・放課後等デ
イサービス、小山地区医師会、小山
歯科医師会、その他子育て関連施設
合わせて1,045施設へ児童虐待啓発チ
ラシ、ヤングケアラー啓発チラシ他
計5種類（児童虐待防止、ヤングケア
ラー啓発、里親月間、子育て支援相
談室ほほえみ、小山市こども家庭セ
ンター）の小山市作成チラシを電子
配信、また、小山市作成動画「ヤン
グケアラーへの理解と支援」を配信

〇令和6年度の虐待通告
受理件数238件のうち、
ネグレクトでの受理は
61件です。ネグレクト
のうち、ヤングケア
ラーが疑われるケース
は4件です。ヤングケア
ラー啓発についての効
果は直接数値で現れる
ものではありません
が、引き続き、子ども
を持つ保護者、その他
児童関係機関向け、一
般市民へ周知してまい
ります。

児童虐待
防止に関
する講演
会として
動画配信
1回（再
生可）

〇令和7年上半期までに動画
内容を検討し、講師派遣依
頼、令和7年9月頃動画撮影、
令和7年10月より各関係機関
向けに動画配信と啓発チラシ
を電子配信（対象機関につい
ては、約1,500施設）

●ヤングケアラーにつ
　いての啓発活動の実
　施

新規 新規
啓発チラ
シの配布
3回

保護者約
2万人
(延)へ電
子通知

〇市内小・中・義務教育学校、
保育所(園)・幼稚園・認定こど
も園・認可外保育施設に通うこ
どもの保護者延2万人へ小山市
作成啓発チラシ(5種類)電子通
知

〇専門窓口は設置され
ておりませんが、現時
点では、こども家庭セ
ンターが各関係機関と
の連携を含めての第一
の窓口です。

保護者延
2万人へ
電子通知
啓発

〇引き続き、11月オレンジリボ
ン・児童虐待防止推進キャンペー
ンの他に、各講座でも啓発実施。
月間に合わせて、市内小・中・義
務教育学校、保育所（園）・幼稚
園・認定こども園・認可外保育施
設に通う保護者延2万人へ啓発通知

●人権推進保育施設
　においての所内研修

継続 25

〇所内研修
・出井保育所
　「一人一人が尊重されるイ
ンクルーシブ保育を目指し
て」
・網戸保育所
　「子どもを尊重する保育」
・間々田北保育所
　「家庭との連携を意識した
運動遊び」
・城北保育所
　「こどもの主体性を活か
　す保育の学びと実践からの
保護者支援」

月1～2回 月1～2回

〇所内研修
・出井保育所
　「一人一人が尊重されるイ
ンクルーシブ保育を目指し
て」
・網戸保育所
　「子どもを尊重する保育」
・間々田北保育所
　「家庭との連携を意識した
運動遊び」
・城北保育所
　「こどもの主体性を活かす
保育の学びと実践からの保護
者支援」

【確認】
所内の研修テー
マは毎年同じな
のでしょうか。

【要望】
市内の全保育所
に人権研修を要
望したい。

月1～2回

〇所内研修
・出井保育所
　「一人一人が尊重されるイ
ンクルーシブ保育を目指し
て」
・間々田北・網戸保育所
　「家庭との連携を意識した
運動遊び」
・城北保育所
　「こどもの主体性を活かす
保育の学びと実践からの保護
者支援」

●人権擁護に関する研
　修会

継続 25

〇家庭支援担当者会議の実
　施
〇人権擁護に関する研修会
　の実施

年3回 年3回
〇家庭支援担当者会議の実施
〇人権擁護に関する研修会の
実施

年3回
〇家庭支援担当者会議の実施
〇人権擁護に関する研修会の
実施

人権・男女共
同参画課

Ａ

〇事件発生から20年の節目で
あるため、これまでの啓発方
法を見直し、市民の皆様の意
見を取り入れて、効果的な啓
発を実施する。
〇虐待防止推進月間に関係機
関向け5に動画配信を行う
（「児童虐待への対応と協力
依頼について」の通知含む）
〇「児童虐待防止に関する協
力依頼」、「児童虐待防止推
進月間啓発チラシ」、「ヤン
グケアラー啓発チラシ」、
「里親月間チラシ」を各関係
機関保護者向けに配布する
（電子通知含む）

Ａ

関係機関の
協力のもと
に令和5年度
より紙通知
ではなく、
電子配信に
切り替えた

【要望】
継続し、繰り返
し啓発していく
ことが大切だと
思う。
【要望】
20年目の節目で
ある昨年の効果
的な啓発活動の
成果を今後も期
待しています。

【確認】
小山市内でのヤ
ングケアラー数
はどれぐらいい
るのか。また、
ヤングケアラー
に関する啓発活
動の効果はあっ
たのか。効果に
ついてどのよう
に捉えている
か。

【確認】
ヤングケアラー
とされる方への
相談窓口は整っ
ていますか。ま
た、それはどこ
でしょうか。

こども教育課 Ａ

所内研修に
おいて人権
に関して考
える機会を
通じ職員の
人権に対す
る意識を高
めた

ア．市民意識の向上

3 2 ① ア 18

○子どもの人権尊重
に関する市民意識向
上のための啓発活動
の推進

子育て家庭支
援課

〇所内研修の研修テー
マは年度をまたいで継
続することも多いで
す。

〇公立保育所所内研修
は全保育所（7か所）
で行っており、7年度
より、家庭支援推進担
当者会議を年3回開催
し、全保育所の担当者
が参加しています。

〇全保育施設対象の人
権研修は年1回開催し
ています。
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事業計画

3 2 ①

●異年齢児交流事業 継続 27

民間保育園　　24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　　 8か所
で実施

年1～2回 年1～2回

民間保育園　　24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　　 8か所
で実施

月1～2回

民間保育園　　24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　　 7か所
で実施

●世代間交流事業 継続 27

民間保育園　  24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　   8か所
で実施

年1～2回 年1～2回

民間保育園　  24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　   8か所
で実施

年1～2回

民間保育園　  24か所
認定こども園　16か所
公立保育所　   7か所
で実施

●認定こども園・保育
　所交流会

継続 27 開催予定なし 年1～2回 年1～2回 開催予定なし 0回 開催予定なし

●小学校と中学校の連
　携を見据えた取組

継続 28

〇各中学校区での「次代を担
う子ども像」具現化のための
取組
〇各中学校区での人権教育研
修
〇各中学校区での小・小／
小・中学校の交流

― ―

○各学校区の実情に応じて開
催方法や回数は異なるが、小
中一貫教育研修の一つとし
て、工夫しながら人権教育の
推進を目的とした研修会を
行った.

互いの学校
のよさを大
切にした雰
囲気の中、
実施でき
た。

―

〇各中学校区での「次代を担
う子ども像」具現化のための
取組
〇各中学校区での人権教育研
修
〇各中学校区での小・小／
小・中学校の交流

●信頼ある学級づくり 継続 28

○道徳教育の要である道徳化
の授業の充実
○人権に配慮した雰囲気・言
語環境づくり

― ―

○特別活動や道徳などでコ
ミュニケーションの仕方や言
葉遣いを扱った授業を実施し
た。また、教職員の人権感覚
を磨くため、研修等を実施し
一人一人が大切にされる学級
経営に努めた。

―

○道徳教育の要である道徳化
の授業の充実
○人権に配慮した雰囲気・言
語環境づくり

●特別活動、総合的な
　学習の時間等での異
　年齢児・世代間交流
　活動の実施

継続 28

○地域人材、ゲストティー
チャー等による講話
○職場体験学習等を通した異
年齢集団との交流

― ―

○地域人材やゲストティー
チャー等による講話を実施し
た。
○職場体験学習、町探検等の
行事を実施し、異年齢集団と
の交流を行った。

―

○地域人材、ゲストティー
チャー等による講話
○職場体験学習等を通した異
年齢集団との交流

3 2 ②  いじめ等の問題に関する取組の推進

●人間関係を育む保育
　の実施

継続 33
〇日常保育の中で、子ども
　達が自分の気持ちや意見
　が言えるような環境作り

― ―
〇日常保育の中で、子ども達
が自分の気持ちや意見が言え
るような環境作り

―
〇日常保育の中で、子ども達
が自分の気持ちや意見が言え
るような環境作り

●保護者への啓発 継続 33
〇お便りや保育参観、一日
　保育士体験等を活用して
  啓発

― ―
〇お便りや保育参観、一日保
育士体験等を活用して啓発

―
〇お便りや保育参観、一日保
育士体験等を活用して 啓発

●いじめゼロ子どもサ
　ミットを受けた取組

青少年支援課 継続 29

○5月1日（水）いじめゼロ子どもサ
ミット実行委員会
・いじめゼロサミットに向けての内容
確認と役割分担
・学校教育課指導主事との打合せ
○5月14日（火）いじめゼロ子どもサ
ミット
・テーマ「多様性を理解し合い、誰も
が自分らしく生活できる学校～ちがい
を認め合える、いじめのない学校を目
指して～」
・テーマに沿ったグループ協議、パネ
ルディスカッション
・活動を通して作成したメッセージ
を、各校で発信し、いじめ防止に生か
す。

年2回 年2回

○いじめゼロ子どもサミット実行委員
（R6.5.1）
○いじめゼロ子どもサミット(R6.5,14)
・令和６年度は、児童生徒がタブレットを
用いて、自分の思いや考えを他の児童生徒
と共有した。
・令和6年度テーマ
「多様性を理解し合い、誰もが自分らしく
生活できる学校～ちがいを認め合える、い
じめのない学校を目指して～」
・活動内容
テーマに沿ったグループ協議、パネルディ
スカッションを行い、多様性を理解するこ
とで、ちがいを認め合い、自分らしさを出
せる学校（＝いじめのない学校）にするた
めのスローガンを各中学校区で作成した。
・実施後
サミットで協議した内容を市内各校で共有
し、各校のいじめゼロの取組に生かせるよ
うにした。

Ｂ

いじめサミットがで
きた経緯を振り返る
ことで、改めて、い
じめをなくすのは自
分たち自身であると
いう意識を持たせ
た。また、いじめを
自分たちの問題と捉
え、子どもたち一人
一人が、主体的に自
分の意見を述べる話
合いを通して、いじ
めをなくすためにど
うしたらよいかを、
真剣に考え、子ども
たち自らいじめをな
くす気運を高め、よ
りよい学校づくりを
めざすことができる
ようテーマの設定や
サミットの運営方法
に配慮した。

【確認】
小山市の公立校における
いじめの発生件数や内容
について公表されている
データがあれば教えてほ
しい。
【評価】
子ども達がお互いの多様
性を理解できるような環
境づくりに引き続き配慮
してほしい。
【評価】
自らの問題としてとらえ
考える「いじめゼロ子ど
もサミット」は良い啓発
である。
【確認】
いじめゼロ子どもサミッ
ト実行委員会の会議内容
と効果の説明

〇いじめの発生件数としては把握
しておりませんが、いじめの認知
件数等に関する調査の中で、いじ
めの認知件数や個別状況の把握を
しております。令和5年度の認知
件数は、小学校77件、中学校65
件、計142件、また、いじめの態
様として主なものは、ひやかし・
からかい、仲間はずれ・無視、軽
くぶつかる・遊ぶふりをしてたた
かれるなどがありました。

〇実行委員会は、中学生及び義務
教育学校後期生の参加で実施しま
した。当日の活動内容を確認した
後、運営班と話合い活動班に分か
れ、役割ごとに練習し、全体で、
通しリハーサルを行いました。こ
れにより、サミットの運営や話合
い活動が円滑に進められました。

年1回

○5月8日（木）いじめゼロ子ども
サミット実行委員会
・いじめゼロサミットに向けての
内容確認と役割分担
○5月27日（火）いじめゼロ子ども
サミット
・テーマ「誰もが自分らしく安心
して生活できる学校を目指して～
いじりについて考えてみよう～」
・テーマに沿ったグループによる
話合い活動、発表、振り返り
・サミットでの活動を基に各学校
においていじめ防止を目指した取
組を実施する。

こども教育課 Ｂ

【評価】
小山第三小は自治
会を巻き込み、年1
回、コミュニ
ティースクールの
一環で子供達が歴
史等の経験をして
いる。良い取組み
である。
【評価】
各小中学校や地域
の実態に合わせて
特色ある連携がで
きていて良い。
また、日常の関わ
りが大切であるの
で、レベルアップ
のためにも公開を
続けてほしい。
学校と地域が一緒
にこどもを育てて
いく取組みはすば
らしいので推進し
てほしい。
【確認】
心の教育推進コー
ディネーターの配
置はされているの
か確認したい

一人一人のよ
さや可能性を
伸ばすために
人権に配慮さ
れた雰囲気作
りに努めた。
教師と児童生
徒、児童生徒
相互の信頼関
係を築き、一
人一人が自己
肯定感や自己
有用感を実感
できるような
集団づくりに
努めた。

イ．「心の教育」の推進

3 2 ① イ 19

○社会奉仕体験活
動、自然体験活動、
高齢者･障がい者と
の交流活動、文化・
スポーツ活動等を通
じた「心の教育」の
推進

こども教育課

3 2 ② 20

○子ども一人一人が
存在感を持つことが
できるような指導・
支援の強化

〇認定こども園と保育
所の交流会は認定こど
も園が幼稚園だったこ
とにより、未満児の受
け入れや11時間保育の
ノウハウがなかったた
め、公立保育所との交
流を通し、理解を深め
る機会としていまし
た。認定こども園も実
績を重ねて歩き出した
ことから、交流会は子
ども同士の交流へと変
化しています。

〇各学校で、保護者や
地域社会と連携を図り
ながら、様々な学校教
育活動を充実させてい
こうと、務めている。
　心の教育推進コー
ディネーターは配置さ
れておりません。「心
の教育の充実」に向
け、道徳科の授業およ
び授業参観等を通し
て、市内全学校の教職
員や保護者が共に考え
る週間（日）として、
「心を育てる学校教育
の週間」を実施してお
ります。各学校の道徳
教育推進教師が中心と
なって、道徳科の授業
を要にした取組を実施
しております。

こども教育課 Ａ

各保育施設
に、子ども
達が自分の
気持ちや意
見が言える
環境づくり
の大切さを
周知した

Ｂ

様々な感染
症に配慮
し、施設内
での交流を
再開した。 【要望】

年1回でも開催
してみてはどう
でしょうか開催
に困難があるの
でしょうか。
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●学級活動におけるよ
　りよい人間関係づく
　り

継続 29

○hyperｰQU・QｰUの実施
・結果をもとに、児童生徒
　一人一人の状況を把握
　し、好ましい人間関係づ
　くりに向けた個別の支援
　を実施

年2回 年2回

○hyperｰQU・QｰUの結果をも
とに、児童生徒一人一人の状
況を把握し、好ましい人間関
係づくりに向けた個別の支援
を実施することで、児童生徒
の学校生活の満足度の向上を
図った。

児童生徒の発
達段階や特性
に応じた個性
を認め合うな
ど好ましい人
間関係づくり
のための支援
を充実させる
とともに児童
生徒の生活す
る学校での言
語環境を整え
るよう工夫し
た。

【確認】
どのような点で
Ｂ評価にされた
のでしょうか。
【確認】
hyperｰQU・QｰU
実施にあたり、
適切な研修や運
用体制の説明

年2回

○hyperｰQU・QｰUの実施
・結果をもとに、児童生徒一
人一人の状況を把握し、好ま
しい人間関係づくりに向けた
個別の支援を実施

●学校行事における
　一人一役

継続 29

○様々な学校行事の実施
・児童生徒が、自身の所属
　する集団の中で「自己有
　用感」を持つことができ
　るよう、児童生徒の発達
　段階や個々の特性に応じ
　た役割を任せ、責任を果
　たした際には、取組や成
　果を認める取組

随時 随時

○児童生徒が、自身の所属す
る集団の中で「自己有用感」
をもつことができるよう、児
童生徒の発達段階や個々の特
性に応じた役割を任せ、責任
を果たした際には、取組や成
果を認めるよう取り組んだ。
児童生徒が主体の学校行事を
展開するよう、事前・事後の
活動を充実させた。

一人一人の児
童生徒に活躍
の場面をつく
るよう指導し
た。自己の責
任を果たす活
動を通して
「自己有用
感」「所属
感」の高揚を
図った。

随時

○様々な学校行事の実施
・児童生徒が、自身の所属す
る集団の中で「自己有用感」
を持つことができるよう、児
童生徒の発達段階や個々の特
性に応じた役割を任せ、責任
を果たした際には、取組や成
果を認める取組

●いじめに関するアン
　ケート調査

青少年支援課 継続 29

○アンケートの実施によるい
じめの早期発見・早期対応・
各学校の実態や児童生徒の発
達段階に応じたアンケートの
実施
・教育相談や個人面談の実施

最低年3
回

最低年3
回

○全ての学校で年3回以上実施
した。
○各学校では最低でも学期毎に
1回、多い学校では毎月1回の
「いじめアンケート」を実施し
た。また、計画的な教育相談や
不定期の個人面談などをとおし
た児童生徒の状況把握に努め、
いじめの早期発見・早期対応に
つなげた。

Ｂ

アンケート結
果を受け、対
応について組
織で検討し、
必要に応じて
個別の面談を
実施するな
ど、児童生徒
一人一人の状
況に応じた対
応をするよう
徹底した。

最低年3
回

○アンケートの実施によるい
じめの早期発見・早期対応・
各学校の実態や児童生徒の発
達段階に応じたアンケートの
実施
・教育相談や個人面談の実施

●保護者向け人権啓発
　紙「ほほえみ」の作
　成・配布

生涯学習文化課 継続 8

○学期毎に作成・配布
　具体的内容は未定だが、子
どもの自尊感情、自己肯定感
に関わる内容を中心に取り上
げる予定。

年3回 年3回

○保護者向け人権啓発紙「ほ
ほえみ」の作成・配布
　学期毎に保護者向けの人権
啓発紙を作成し、市内小・中
学校、義務教育学校の保護者
に配布した。　計 36,000部

Ｂ

マイクロア
グレッショ
ンについて
取り上げ
た。

年3回

○学期毎に作成・配布。具体
的内容は未定だが、子どもの
自尊感情、自己肯定感に関わ
る内容を中心に取り上げる予
定。

●小山市いじめ等防止
　市民会議の開催

生涯学習文化課 継続 8

市民会議・事務局・講師で検討
し、以下の理由により令和4年
度をもって終了することとし
た。
①10回を数え、これまでに一定
の役割を果たしたこと。
②小山市いじめ問題対策連絡協
議会（条例で規定）と構成メン
バーが一部重なり協議内容も重
複していること。

年2回

●いじめゼロ子どもサ
　ミットに向けた取組

青少年支援課 継続 8

○実行委員会　5月1日（水）
　中学生・義務教育学校代表
　生徒が参加
○いじめゼロ子どもサミット
　　5月14日（火）
　全小中学校・義務教育学校
　代表児童生徒が参加
　テーマ「多様性を理解し、誰
もが自分らしく生活できる学校
～ちがいを認め合える、いじめ
のない学校を目指して～」

いじめゼ
ロスロー
ガンづく
りに変更

年１回

○いじめゼロ子どもサミット
 「多様性を理解し、誰もが自
分らしく生活できる学校　～ち
がいを認め合える、いじめのな
い学校を目指して～」と題し、
多様性を理解し、ちがいを尊重
し、認め合って生活していくこ
とがいじめ防止や誰もが生きや
すい社会の実現にについて協
議、全体での共有を行った。成
果を各校に持ち帰り実践につな
げるよう働きかけた。
参加者：児童生徒47名、教職員
40名

Ｂ

子どもたち
の主体性を
重視し、意
見が出しや
すい話し合
いとなるよ
う工夫し
た。

年1回

○5月8日（木）いじめゼロ子ど
もサミット実行委員会
・いじめゼロサミットに向けて
の内容確認と役割分担
○5月27日（火）いじめゼロ子
どもサミット
・テーマ「誰もが自分らしく安
心して生活できる学校を目指し
て～いじりについて考えてみよ
う～」
・テーマに沿ったグループによ
る話合い活動、発表、振り返り

こども教育課

〇hyperｰQU・QｰU実施
において、各学校では
スクールカウンセラー
を講師として研修を
行ったり、学年や学校
全体で結果の分析を
行ったりしておりま
す。分析結果を学級の
指導や個別の支援に活
用していますが、詳細
までは把握していない
ため、確実にＡ評価と
は言い切れないため、
Ｂ評価といたしまし
た。

Ｂ
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続

事
業
番
号

第
3
次

令和６年度事業計画
現状値

（Ｒ３）
実績値
（Ｒ６）

令和６年度実績報告

事業の進
捗状況
Ａ順調
Ｂ概ね順
調
Ｃ一部未
実施あり

人権に配慮
した点

審議会委員意見
担当課
回答

目標値
（Ｒ７）

令和７年度
事業計画

●相談員研修会の実施 継続 31

○相談員研修会
・個々の相談員のスキル
　アップ
・事例研究
・情報交換

年2回 年2回

○相談員研修会の実施
4月4日と7月31日に研修会を実施し
た。7月31日の研修会では、「特別
な支援を要する児童生徒の理解」
と題し、学校教育課児童生徒指導
係主査による講話を通した研修を
実施した。また、中学校区ごとの
相談員同士の話合い、同一校種の
相談員同士の話合いを行った。各
学校における相談事例や、各学校
における教育相談の取組・相談員
の活用状況等に関する情報交換を
通じて、各学校における相談員と
しての役割について確認した。

事例検討・
情報交換・
情報共有等
をする際の
守秘義務の
徹底

【要望】
相談員と話しても次回
は1ヵ月後などタイム
リーな相談ができない
ことがあるため、人員
を増やしてほしい。
【要望】
課題が多様化している
ので、相談員のスキル
アップは重要である。
【確認】
相談員研修会は、効果
検証とフィードバック
を取り組まれているか
確認したい。

〇生活相談員（小学校）、
心の教室相談員（中学校）
は、週2～3日の勤務であり
ます。ご要望の対象はス
クールカウンセラーかと思
われます。

〇研修後、振り返りの時間
を設けて、研修について考
えたことや学んだことを記
入させております。振り返
りに記入された内容を参考
にして次回の研修内容に反
映させております。

年2回

○相談員研修会
・個々の相談員のスキル
　アップ
・事例研究
・情報交換

●関係機関との連携 継続 31

○青少年相談室、教育支援セン
　ター、子育て家庭支援課、県
　南児童相談所との連携
・青少年相談室と不登校適応指
導教室との情報交換会　年3回
・教育委員会と不登校適応指導
教室との打合せ　毎月1回
・いじめ問題対策連絡協議会や
ケース会議における県南児童相
談所や子育て家庭支援課との連
携　　随時

事業計画
通り

事業計画
通り

○青少年相談室、教育支援セン
ター、子育て家庭支援課、県南
児童相談所との連携
・青少年相談室と教育支援セン
ターとの情報交換会　年3回
・教育委員会と教育支援セン
ターとの打合せ　毎月1回
・いじめ問題対策連絡協議会や
ケース会議における県南児童相
談所や子育て家庭支援課との連
携　　随時

事例検討・
情報交換・
情報共有等
をする際の
守秘義務の
徹底

【要望】
不登校児童に対
する対応が充分
でないと感じ
る。

〇不登校児童生徒支援
については、教育支援
センター、学校と綿密
に連携を図り対応して
おります。また、本年
度より、いじめ対策・
不登校支援室を新設
し、対応を強化してお
ります

事業計画
通り

○青少年相談室、教育支援セン
ター、子育て家庭支援課、県南
児童相談所との連携
・青少年相談室と教育支援セン
ターとの情報交換会　年3回
・教育委員会と教育支援セン
ターとの打合せ　毎月1回
・いじめ問題対策連絡協議会や
ケース会議における県南児童相
談所や子育て家庭支援課との連
携　　随時

3 2 ③  児童虐待防止対策の充実

3 2 ③

●人権教育に係る校内
　研修の充実

継続 32
○7月・12月を教職員の服務
規律強化旬間とし、体罰防止
の校内研修を実施

―
事業計画
通り

○7月・12月を教職員の服務
規律強化旬間とし、体罰防止
の校内研修を実施した。

学校に関わ
る全ての者
に行った。

市内全校
実施

○7月・12月を教職員の服務
規律強化旬間とし、体罰防止
の校内研修を実施

●中学校ブロック
　（中学校区）人権
　研修会の実施

継続 32
○人権に関する講話やワーク
ショップなどの実施

― ―

○参集型、オンライン研修を
含む分散型で実施など、各学
校区の実情に応じて開催方法
や回数は異なるが、工夫しな
がら人権教育の推進を目的と
した研修会を行った。

人権を尊重し
た教育活動が
なされるよ
う、研修や研
修用資料を用
いて啓発を
行った。

【確認】
保護者・地域の
連携は取り組ま
れているか説明
してください。

〇教職員対象とした研
修のため、基本的に教
職員のみの参加となっ
ているが、研修の内容
等を学校だよりなどで
保護者や地域に発信・
共有している学校もあ
る。

―
○人権に関する講話やワーク
ショップなどの実施

●教職員向け人権教育
　研修用資料「なかよ
　し」の発行

継続 32
○子どもの人権に関するアン
ケート(教職員対象）の実施
と結果の周知

年1回 年1回

○教職員向け人権教育研修用
資料「なかよし」の発行
子どもの人権に関するアン
ケート(教職員対象）を実施
し、結果を周知した。

人権を尊重し
た教育活動が
なされるよ
う、研修や研
修用資料を用
いて啓発を
行った。

年1回
○子どもの人権に関するアン
ケート(教職員対象）の実施
と結果の周知

●コンプライアンス
　・チェックシート
　及びコンプライアン
　ス・アクションシー
　トを用いての研修

継続 32

○服務規律強化旬間の実施に
よる啓発　年2回
○コンプライアンス意識の実
態把握調査
○自校の実態に合わせた不祥
事防止のためのコンプライア
ンスアクションシートの作成
○校長会や教頭会にて事態調
査及び対応策のまとめの周知
と活用依頼

―
事業計画
通り

○服務規律強化旬間の実施に
よる啓発　年2回：7月と12月
○コンプライアンス意識の実
態把握調査
○自校の実態に合わせた不祥
事防止のためのコンプライア
ンスアクションシートの作成
と周知
○校長会や教頭会にて事態調
査及び対応策のまとめの周知
と活用依頼

チェック
シートの結
果から、全
職員でアク
ションシー
トを作成し
て取り組ん
でいる。

市内全校
実施

○服務規律強化旬間の実施に
よる啓発　年2回
○コンプライアンス意識の実
態把握調査
○自校の実態に合わせた不祥
事防止のためのコンプライア
ンスアクションシートの作成
○校長会や教頭会にて事態調
査及び対応策のまとめの周知
と活用依頼

●子ども家庭総合支援
　拠点における支援の
　充実

子育て家庭支
援課

継続 34

○虐待対応専門員3名、子ど
も家庭支援員2名の合わせて5
名の家庭相談員と正職員5名
で児童家庭相談（虐待対応含
む）に応じ、支援をしてい
く。

拠点数
　1か所

拠点数
　1か所

〇虐待対応専門員3名、子ども家庭支援
員2名の計5名の家庭相談員と職員5名で
児童家庭相談（虐待通告含む）に対
応。
来所相談363件、家庭訪問381件、電話
相談768件、他機関との調整1873件、学
校訪問等178件、その他976件、支援方
針会議226件、緊急支援方針会議302
件、計5,067件対応。

個人でな
く、組織で
対応した

拠点数
　1か所

〇虐待対応専門員3名、子ども家庭支援
員2名の計5名の家庭相談員と職員6名で
児童家庭相談（虐待通告含む）に対
応。令和7年度より職員のうち1名教育
連携担当兼青少年支援課いじめ対策・
不登校支援室児童生徒指導係特別支援
教育担当が配置されたため、連携・相
談体制を強化していく。

3 2 ② 21

○小・中・義務教育
学校への相談員の配
置による学校教育相
談の充実
○下都賀教育事務所
「いじめ・不登校等
対策チーム」との連
携

青少年支援課 Ｂ

Ａ

ア 23

○迅速・的確に児童
虐待に対応するため
の相談体制の充実
○小山市要保護児童
等対策地域協議会の
円滑な運営と連携強
化

Ａ

ア．児童虐待防止のための体制整備

3 2 ③ ア 22
○体罰の根絶に向け
た職員に対する研修
や啓発の推進

こども教育課

【確認】
ケースの終結基
準を説明してく
ださい。

3 2 ③
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目標値
（Ｒ７）

令和７年度
事業計画

●要保護児童等対策地
　域協議会を活用した
　関係機関とのネット
　ワークの強化

子育て家庭支
援課

継続 35

○関係機関を招集し、要保護
児童等対策地域協議会個別
ケース検討会議を実施し、対
象児童家庭の問題点、支援方
針、役割分担等を明確にして
いく。

年35回 年44回

〇要保護児童等対策地域協議
会事務局として、内容を熟知
し、参集機関の選定、会議を
運営。対象児童家庭の問題
点、支援方針、役割分担を明
確にした。関係機関の連携強
化に努めた。

事務局だけ
での意見で
なく、各関
係機関の意
見を吸い上
げた

年44回

〇個別ケースが多様化・複雑
化しており、対応困難ケース
が発生。各関係機関の意見・
連携が求められるため、引き
続き、必要時会議を開催す
る。

●職員、民生委員・児
　童委員等を対象とし
　た研修の実施

子育て家庭支
援課

継続 34

○児童虐待防止に関する出前
講座を広く実施していく。
（ヤングケアラー内容含む）

年1回 年1回
〇高齢者サポートセンター桑
絹職員等13名に対して出前講
座実施。事例について検討。

講義式だけ
でなく、グ
ループワー
クを取り込
んだ

年1回以
上

〇市民向けだけでなく、通告
義務のある各関係機関向けに
も講座を実施する。

●要保護児童対策地域
　協議会との連携

継続 36
〇家庭支援を要する児童に対
し関係機関等の連携を密に支
援に勤める。

年4回 年4回
〇家庭支援を要する児童に対
し関係機関等の連携を密に支
援に努めた。

個人情報に
配慮しなが
ら情報を共
有した。

年4回
〇家庭支援を要する児童に対
し関係機関等の連携を密に支
援に努める。

●保育所入所による保
　護

継続 36
〇子育て家庭支援課等、関係
機関との連携

― ―
〇子育て家庭支援課や健康増
進課等、関係機関との連携に
努めた。

個人情報に
配慮しなが
ら情報を共
有した。

―
〇子育て家庭支援課等、関係
機関との連携

3 2 ③

●要保護児童等対策地
　域協議代表者会議、
　実務者会議の開催

継続 38

○要保護児童等対策地域協議
会
代表者会議　2回
実務者会議　4回
個別ケース検討会議（随時）
支援方針会議（毎週水曜日）
合同会議（必要時） 年2回

年4回
　計6回

代表者会
議年2回
実務者会
議年4回
　計6回

〇要保護児童等対策地域協議
会
代表者会議　2回
実務者会議　4回
個別ケース検討会議　44回
支援方針会議　毎週水曜日午
後実施
合同会議　毎週水曜日午後必
要時実施

会議の進め
方等につい
ては委員に
お諮りした

年2回
年4回
　計6回

〇要保護児童等対策地域協議
会
代表者会議　2回
実務者会議　4回
個別ケース検討会議（随時）
支援方針会議（毎週水曜日）
合同会議（必要時）

●要支援児童生活応
　援事業

継続 41

〇「子どもの居場所
　シリウス」の委託運営。
　ＮＰＯ法人　ビリーブに委
託して実施する。
〇「子どもの居場所おひさ
ま」の委託運営。
　ＮＰＯ法人さくらネットに
委託し実施する。
〇おひさま・シリウス会議
　2ヶ月に1回（目安）で実
施。

2か所 2か所

〇シリウス　開所日数192日、延べ利
用件数858日
＜前年度からの継続＞
小学生　男2名、女2名
中学生　男3名、女3名
＜令和6年度新規＞
小学生　女1名
中学生　新規なし　　　計11名
〇おひさま　開所日数195日、延べ利
用件数648日
＜前年度からの継続＞
小学生　男5名、女3名
中学生　男1名
＜令和6年度新規＞
小学生　男2名、女2名
中学生　新規なし　　　計13名
〇おひさま・シリウス会議：6回実
施。

利用開始や
中止につい
ては保護者
や本人の同
意の上で実
施してい
る。

2か所
（継続）

〇NPO法人2か所による実施を
継続。
「子どもの居場所　シリウ
ス」ＮＰＯ法人　ビリーブに
委託し実施。
「子どもの居場所　おひさ
ま」ＮＰＯ法人　子どもの育
ちを支える会さくらネット小
山に委託し実施。
〇 おひさま・シリウス会議
2ヶ月に1回（目安）で実施。
〇今後の利用状況によって、
第3の居場所も検討。

ア 23

○迅速・的確に児童
虐待に対応するため
の相談体制の充実
○小山市要保護児童
等対策地域協議会の
円滑な運営と連携強
化

Ａ
【確認】
ケースの終結基
準を説明してく
ださい。

保育課 Ａ

イ．虐待を受けた子どもの自立支援

3 2 ③ イ 24

○児童相談所等の関
係機関・団体との連
携による支援体制の
強化
○家庭的な環境で過
ごせる居場所づくり

3 2 ③

子育て家庭支
援課

Ａ

【確認】
退所後の支援体
制を説明してく
ださい。

〇国の「要保護児童対
策地域協議会設置・運
営指針」に基づいて終
結としておりますが、
終結にする前には必ず
ケースの各関係機関に
モニタリング依頼をし
ています。

〇退所後の意味は、一
時保護解除後や措置解
除後ということでよろ
しいでしょうか？
→その場合、各関係機
関を召集し、個別ケー
ス検討会議を開催した
上で支援についての役
割分担を決定していま
す。支援内容について
は、ケース毎に異なり
ます。
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目
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番
号
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事
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号
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次
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事業の進
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令和７年度
事業計画

3 2 ④  子育て環境づくりの推進

●子育て支援総合セン
　ターの充実

継続 40
年末年始
を除き常
設

年末年始
を除き常
設

年末年始
を除き常
設

●ほほえみ相談事業の
　実施

継続 40
年末年始
を除き常
設

年末年始
を除き常
設

【確認】
どのような成果
がありました
か。

〇令和6年度より設置さ
れたこども家庭セン
ターとの共有が強化さ
れ、子育てについて悩
んでいる保護者やその
家族について、子育て
支援相談室ほほえみ以
外の支援にもつなげる
ことができました。

年末年始
を除き常
設

●常設の子育てひろ
　ば、出張ひろばの実
　施

継続 40

年末年始
を除き常
設
出張ひろ
ばは2回/
週

年末年始
を除き常
設
出張ひろ
ばは2回/
週

〇子育てひろば事業
平日は乳児を含む未就園
児、土日祝日は未就学児を
対象に遊び場を提供しまし
た。8月から10月に実施し
た保護者の利用満足度調査
では、90％以上の保護者か
ら満足しているとの回答を
いただきました。今後も開
催イベント数の増加、企画
内容の充実に向け委託事業
者と調整してまいります。

年末年始を
除き常設
出張ひろば
は2回/週

●ファミリー・サポー
　ト・センター事業の
　実施

継続 40 ― ―

【確認】
ファミリーサ
ポート事業の課
題を説明してく
ださい。

〇ファミリーサポートセン
ター事業
依頼会員、提供会員双方が安
心して利用できる環境作りと
体制の維持に取り組んでまい
りました。R6年度は活動件数
が2,113件となり、コロナ禍前
と同水準の利用件数となりま
した。
同事業の課題として、依頼会
員の多種多様な援助ニーズが
増加傾向にある中、援助側の
会員数およびサービスの質の
確保があります。会員の安心
感と満足度の向上のため、会
員講習プログラムの見直しや
既存会員のスキル向上を目的
とした受講プログラムの企画
と受講促進、新規会員募集の
強化を図ってまいります。

―

●一時預かり事業 継続 39
〇未就園児を持つ保護者が安
心して預けられる体制の充実

― ―
〇未就園児を持つ保護者が安
心して預けられる体制の充実
に努めた。

利用にはオ
リエンテー
ションの実
施が必須で
あり、児童
一人ひとり
の状況を確
認した後に
サービスを
提供してい
る。

―
〇未就園児を持つ保護者が安
心して預けられる体制の充実

●地域子育て支援セン
　ター

継続 39

〇支援センターにおいて保健
師栄養士の相談の機会を設
け、子育て支援の充実を図
る。

週5日開
設

週5日開
設

〇支援センターにおいて保健
師栄養士の相談の機会を設
け、子育て支援の充実を図っ
た。

利用にはオ
リエンテー
ションの実
施が必須で
あり、児童
一人ひとり
の状況を確
認した後に
サービスを
提供してい
る。

週5日開
設

〇支援センターにおいて保健
師栄養士の相談の機会を設
け、子育て支援の充実を図
る。

3 2 ④ 25

○地域における子育
て支援体制の充実
○子どもたちが健や
かに成長できる環境
の整備

子育て家庭支
援課

〇子育て支援事業の充実を図
る総合拠点を設置
　ほほえみ相談事業、子育て
ひろば事業、一時預かり事
業、ファミリー・サポート・
センター事業を実施する。

○ほほえみ相談事業の実施
利用実績（延べ件数）
…来所相談  1,734組、
  電話相談　486件

○子育てひろば事業（すまい
る・にっこりちゃん）の委託
による実施･･･利用実績　す
まいる　延べ5,473人（親子
人数）、にっこりちゃん
延べ2,798人（親子人数）

○一時預かり事業の委託によ
る実施･･･延べ227人（児童
数）

○ファミリーサポートセン
ター事業の委託による実
施･･･依頼会員 735名　提供
会員 149名　両方会員 114名
利用件数 2,113件

Ａ

休日でも子
連れで利用
できる相談
窓口を常設
し、子ども
の迎え、預
かりのサ
ポートを行
うことで、
子どもの人
権を守る視
点（児童虐
待の未然防
止）から、
養育者の不
安や負担の
軽減ができ
るよう努め
た。

〇子育て支援事業の充実を図
る。
総合拠点を設置
ほほえみ相談事業、子育てひ
ろば事業、一時預かり事業、
ファミリー・サポート・セン
ター事業を実施する。

保育課 Ａ
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令和７年度
事業計画

3 2 ⑤  子どもの貧困対策の推進

★「第2次小山市子ど
もの貧困撲滅5か年計
画」に基づく事業の実
施

継続 41

★計画の
実施によ
り目標値
を達成し
た事業数
10

★

〇「第2次小山市子どもの貧
困撲滅5か年計画」について
は、次期計画のおやまこども
プラン「第3次子ども・子育
て支援事業計画」へ内包した
ことに伴い、指標等が新たに
見直しされたことから、事業
内容を変更し、新たな目標値
を設定します。

★

●子どもの貧困・虐待
　防止対策本部会議及
　びプロジェクト合同
　会議の開催

継続 41 ― ―

〇会議についても、「小山市
子ども・子育て会議」内で虐
待・貧困についての検討を行
うことになったことから、事
業内容の名称を変更します。

―

★おやまこどもプラン
「第3次子ども・子育
て支援事業計画」に基
づく事業の実施

継続 41

【R7年3
月の現状
値を記
入】
★計画の
実施によ
り目標値
を達成し
た事業数
0

★20指標
★現状値
以上

●小山市子ども・子育
て会議の開催

継続 41 ― 5回 3回

●学校との連携による
子どもへの支援・ス
クール・ソーシャル・
ワーカーによる学校訪
問・家庭訪問
・家庭相談

青少年支援課 新規 新規

○市SSW3人
○SSW1人あたり約30人の相談者
○学校からの依頼による学校訪
問、情報共有
○学校、保護者、関係機関からの
依頼による支援
　・不登校、ひきこもり
　・経済的困窮
　・障がい・虐待
　・育児、子育て、しつけ
　・非行
　・いじめ
○ヤングケアラーに対して、関係
機関と連携して対応
○貧困家庭には、寄付していただ
いたお米を配布

― 随時

○学校からの依頼による学校
訪問、家庭訪問を行い、学校
との情報共有や情報提供を行
うことで、学校と家庭の関係
作りを行った。
○学校、保護者、関係機関か
らの依頼による支援を行うこ
とで子ども自身の支援体制を
構築した。
○子どもや保護者を関係機関
につなげるための連絡調整を
行った。

Ｂ
家庭環境に
配慮し支援
を行った。

【確認】
3人体制での支
援状況はいかが
でしょうか。

〇現在のところ、問題
なく支援を行えており
ます。

随時

○市SSW3人
○SSW1人あたり約25人の相談者
○学校からの依頼による学校訪
　問、情報共有
○学校、保護者、関係機関
　からの依頼による支援
　・不登校、ひきこもり
　・経済的困窮
　・障がい・虐待
　・育児、子育て、しつけ
　・非行
　・いじめ
○虐待が疑われる家庭にに対し
て、関係機関と連携して対応
○貧困家庭には、寄付していただ
いたお米や食材、調味料等を配布

子育て家庭支
援課
こども政策課

〇令和5年に設置した小山市
子ども・子育て支援事業計画
推進委員会・幹事会におい
て、継続的に施策の進捗評
価、検証を行うとともに、次
期「子ども・子育て支援事業
計画」策定に向け、協議を
行っていく。

下記のとおり

〇小山市子ども・子育て会議
において、施策の進捗管理・
評価を行うとともに、「こど
もがまんなかのまち」の実現
を目指し、計画の見直し等の
参考にするべくこども・若
者・子育て当事者の意見聴取
を継続的に行う。

3 2 ⑤ 26
○子どもの貧困への
支援体制の整備・充
実

〇令和7年度より「こどもまん
なかのまち」を実現するため、
官民を問わないこども・子育
て・教育支援等に携わる団体の
方々と連携・協働する場として
「こどもまんなかラウンドテー
ブル」事業を実施します。直接
支援を行っている団体だけでな
く、ライオンズクラブやロータ
リークラブ等、支援を応援して
いただける団体等にも参加を呼
びかけています。
〇「おやまこどもプラン」で
「こども基本法や子どもの権利
条約の周知」を1つの事業と位
置付けており、関係課と連携し
ながら、小中学生や子育て世帯
等、年齢幅広く啓発を行ってい
く予定です。こども政策課で
は、新たに出前講座のメニュー
として、おやまこどもプランや
こども基本法についてこどもた
ちが楽しく学ぶことができる
「おやまこどもプランすごろ
く」を準備しており、現在、複
数の学童保育クラブから申込み
をいただいています。
〇市としては、令和7年度にこ
どもの権利条約を反映したこど
も基本法に則って策定した「お
やまこどもプラン」において、
「こどもを権利の主体」とした
こども施策に取り組んでおり、
計画の周知を行っていきたいと
考えておりますが、条例制定の
意義や内容等について、他自治
体で制定された「こどもの権利
条例」を参考に、調査研究を継
続していきます。

子育て家庭支
援課
こども政策課

〇令和5年に設置した小山市
子ども・子育て支援事業計画
推進委員会・幹事会におい
て、継続的に施策の進捗評
価、検証を行うとともに、次
期「子ども・子育て支援事業
計画」策定に向け、協議を
行っていく。

〇小山市子ども・子育て会議
では、計画に基づく施策の進
捗状況を報告した。また、こ
ども基本法に基づく新たなこ
ども・若者・子育て支援施策
の総合的な計画として「おや
まこどもプラン」を策定し
た。

Ｂ

「こどもの
貧困対策計
画」や「児
童虐待対策
基本計画」
を内包した
誰一人取り
残さないこ
ども・子育
て施策の総
合的な計画
として策定
した。
こども基本
法や子ども
の権利条約
の周知を重
点事業とし
た。

【要望】
市の予算に限り
があるなか、民
間団体(ライオ
ンズ・ロータ
リー等)をもっ
と巻き込み支援
者を拡大する施
策を検討してほ
しい。

【要望】
「こどもの権利
条約」について
は、人権・男女
共同参画課と連
携して小中学生
にも啓発してほ
しい。

【要望】
子どもの権利条
例をつくられた
い。
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（Ｒ７）

令和７年度
事業計画

3 7  感染症患者等の人権

3 7 ①  ＨＩＶ感染症・ハンセン病・新型コロナウイルス感染症に関連する偏見や差別意識を解消するための教育・啓発の推進

●相談窓口の周知 継続 14

〇「各種相談窓口一覧」の
　配架
　場所：市役所1階のパン
　　フレットコーナー、
　　出張所、図書館
〇法務省・県作成のパンフ
　レットの配架
　場所：市役所1階のパン
　　フレットコーナー

― ―

〇「各種相談窓口一覧」の配
架
　場所：市役所1階のパンフ
レットコーナー、出張所、図
書館
〇法務省・県作成のパンフ
レットの配架
　場所：市役所1階のパンフ
レットコーナー

【確認】
社会的弱者への
情報アクセスの
確保について説
明してくださ
い。

―

〇「各種相談窓口一覧」の
　配架
　場所：市役所1階のパン
　　フレットコーナー、
　　出張所、図書館
〇法務省・県作成のパンフ
　レットの配架
　場所：市役所1階のパン
　　フレットコーナー

★広報小山・ホームペ
　ージでの情報発信

継続 14

〇「各種相談窓口一覧」の
　定期更新
〇法務局・県・関係機関へ
　のリンク

★年3回
（ホーム
ページ更
新回数）

★年4回
（ホーム
ページ更
新回数）

〇「各種相談窓口一覧」の定
期更新
〇法務局・県・関係機関への
リンク

★年4回
（ホーム
ページ更
新回数）

〇「各種相談窓口一覧」の定
期更新
〇法務局・県・関係機関への
リンク

●シトラスリボンプロ
　ジェクトと連携した
　啓発

継続 87

〇パンフレット及びシトラス
リボンの配架
　場所：人権・男女共同参画
課のカウンター及び市役所1
階、出張所
〇市ホームページ掲載

― ―

〇パンフレット及びシトラス
リボンの配架
　場所：人権・男女共同参画
課のカウンター及び市役所1
階、出張所
〇市ホームページ掲載

―

〇パンフレット及びシトラス
リボンの配架
　場所：人権・男女共同参画
課のカウンター及び市役所1
階、出張所
〇市ホームページ掲載

●感染症に対する誤
　解・偏見・差別の解
　消を図るための広報
　・啓発活動の実施

健康増進課 継続 76

〇ＨＩＶ感染症・ハンセン
病・新型コロナウイルス感染
症に対する誤解・偏見・差別
を解消するための取組を推進
する。
〇啓発の実施
・市ホームページ：正しい理
解を促進することを目的とし
たページの掲載

― ―

〇健康都市おやまフェスティ
バルにおいて関係課と協力し
HIV感染症について啓発を
行った。
○引き続き市のホームページ
にハンセン病に対する正しい
理解を持っていただくことを
目的としたページを掲載し、
啓発に務めた。

Ｂ
表現に配慮
し記載し
た。

【確認】
最近の実態が分
からないため確
認したい。

〇ここ数年の取組はR6実績
に記載した内容で、健康都
市おやまフェスティバルに
おいて関係課と協力しHIV感
染症について啓発を行った
ことと、引き続き市のホー
ムページにハンセン病に対
する正しい理解を持ってい
ただくことを目的とした
ページを掲載し、啓発に務
めたことです。国や県から
新たな情報が届きましたら
市ホームページ・広報等で
周知してまいります。

―

ＨＩＶ感染症・ハンセン病・
新型コロナウイルス感染症に
対する誤解・偏見・差別を解
消するための取組を推進す
る。
〇啓発の実施
・市ホームページ：正しい理
解を促進することを目的とし
たページの掲載

●性に関する態度や行
　動について将来を見
　通して意思決定でき
　る事業の実施
　①思春期保健講座、
　②中学生ピアカウン
　　セリング事業

子育て家庭支
援課

継続 76

〇市内中学校等への希望調査に
基づき,各学校に出向いて保健
師等による講座を実施する。
個々の生と性を尊重する意識の
醸成、望まぬ妊娠や性感染症予
防の知識習得を図る内容とす
る。
　実施予定：9校
市内中学校等への希望調査に基
づき,ピアカウンセラー(自治医
科大学ピア部)による講座を実
施する。自尊感情を高め、人生
設計や性の多様性について考え
る機会とする。
　実施予定：2施設

①思春期
保健講座
：市内中
学校7校
②ピアカ
ウンセリ
ング事業
：アルカ
　ディア

思春期保健
講座：
市内中学校
及び義務教
育学校　計
9校
ピアカウン
セリング
事業：
市内中学校
1校及び
アルカディ
ア　計2箇
所

〇「思春期保健講座」：9校
受講者合計1,117 名
【美田中、二中、間々田中、
絹義務教育学校、大谷中、三
中、乙女中、小山中、城南
中】

Ａ

性の多様性を
説明した上
で、性的欲求
も一人一人異
なるため、互
いの気持ちを
尊重する大切
さを伝えた。
LGBTQについ
て、ロールプ
レイを取り入
れた説明を実
施している。

【評価】
耳から聞くだけ
でなく、ロール
プレイを通して
実践的な研修は
効果的であると
思います。

〇ピアカウンセラー講
座にて、ギリシャ神話
「アンドロギュノス」
の劇（ロールプレイ）
を通して人を好きにな
ることは自然なことで
あること,また好きにな
る組み合わせは様々で
あることを伝えていま
す。今後も、生徒の反
応や声を活かし実践的
な取組みをしていきま
す。

思春期保健
講座：
市内中学校
及び義務教
育学校
計10校
ピアカウン
セリング
事業：
市内中学校
及びアルカ
ディア
2箇所程度

〇市内中学校等への希望調査に
基づき,各学校に出向いて保健
師等による講座を実施する。
個々の生と性を尊重する意識の
醸成、望まぬ妊娠や性感染症予
防の知識習得を図る内容とす
る。
　実施予定：10校
市内中学校等への希望調査に基
づき,ピアカウンセラー(自治医
科大学ピア部)による講座を実
施する。自尊感情を高め、人生
設計や性の多様性について考え
る機会とする。
　実施予定：2施設

●小山市人権教育主任
　研修会の実施

継続 78

○小山市人権教育主任研修会
を悉皆研修として実施

年1回 年1回

○小山市人権教育主任研修会
を悉皆研修として実施した。
研修の中でハンセン病につい
て取上げた。

年1回
○小山市人権教育主任研修会
を悉皆研修として実施

●中学校ブロック
　（中学校区）人権
　教育研修会の実施

継続 78

○授業研究会（基底的・間接
的・直接的指導の在り方）の
実施
○人権に関する講話やワーク
ショップなどの実施

― ―

〇各学校区の実情に応じて開
催方法や回数は異なるが、工
夫しながら人権教育の推進を
目的とした研修会を行った。

―

○授業研究会（基底的・間接
的・直接的指導の在り方）の
実施
○人権に関する講話やワーク
ショップなどの実施

●教職員向け人権教育
　研修用資料「なかよ
　し」の発行

継続 78

○教職員向け人権教育研修資
料「なかよし」を作成し、全
教職員に配付

年2回 年2回
○教職員向け人権教育研修資
料「なかよし」を作成し、全
教職員に配付した。

年2回
○教職員向け人権教育研修資
料「なかよし」を作成し、全
教職員に配付

●学校の保健体育及び
　学級活動における指
　導

継続 75

○小学校6年生、中学校3年生の保
健体育の授業において、エイズの
疾病概念や感染者数等について、
正しく理解することを指導する。
○世界エイズデーを含む「人権週
間」を各校で設定し、エイズに関
することも含め、人権全般におい
て児童生徒に考えさせる。

― ―

○小学校6年生、中学校3年生の保
健体育の授業において、エイズの
性質・感染経路や感染者数、感染
者の人権問題等について正しく理
解することを指導した。
○世界エイズデーを含む「人権週
間」を各校で設定し、エイズに関
することも含め、人権全般におい
て児童生徒に考える機会を設け
た。

科学的知識を
身につけるほ
か、エイズ患
者やエイズに
対する偏見や
差別が起きな
い指導を図っ
た。

―

○小学校6年生、中学校3年生の
保健体育の授業において、エイ
ズの疾病概念や感染者数等につ
いて、正しく理解することを指
導する。
○世界エイズデーを含む「人権
週間」を各校で設定し、エイズ
に関することも含め、人権全般
において主体的に児童生徒に考
えさせる。

3 7 ① 50
〇感染症に対する誤
解・偏見・差別を解
消するための取組の
推進

人権・男女共
同参画課

Ａ

市民の目に
とまるよ
う、様々な
場所でのパ
ンフレット
の配架につ
とめた。
また、ホー
ムページで
の悩みにつ
いての相談
窓口を更新
し、情報発
信につとめ
た。

〇市民がどこに相談す
ればよいのか、わかり
やすく案内ができるよ
う、今後も相談窓口一
覧を更新し、インター
ネットの他、様々な場
所でのパンフレット配
架に努めます。また、
その際には、福祉課等
と連携し多様な立場の
方々へのニーズや配慮
に努めます。

3 7 ① 51

〇ＨＩＶ感染症・ハ
ンセン病・新型コロ
ナウイルス感染症等
に対する誤解・偏
見・差別を解消する
ための取組の推進
○性に関する態度や
行動について将来を
見通して意思決定で
きる取組の推進

3 7 ① 52
○人権問題の一つと
しての人権教育の推
進

こども教育課 Ｂ

○学校教育における
児童生徒の発達段階
に応じたエイズ教育
の推進

こども教育課 Ｂ

研修におい
て、感染症
患者等の人
権について
扱った。

【確認】
職員向け人権教
育研修資料「な
かよし」は関係
機関に配布でき
ないでしょう
か。（例:人権
擁護委員)

3 7 ① 53

〇教職員向け人権教育
研修資料「なかよし」
は、教職員対象に作成
しております。関係機
関への配付につきまし
ては、今後検討して参
りたいと思います。
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【令和７年度 26審議事業】第４次人権施策推進基本計画 令和６年度事業実績・令和７年度事業計画報告シート 　 ★成果指標を設定した事業内容   

基
本
的
取
組

施
策
の
方
針

施
策
の
方
向

項
目

事
業
番
号

事　　業　　名 事　業　内　容 担当課

新
規
・
継
続

事
業
番
号

第
3
次

令和６年度事業計画
現状値

（Ｒ３）
実績値
（Ｒ６）

令和６年度実績報告

事業の進
捗状況
Ａ順調
Ｂ概ね順
調
Ｃ一部未
実施あり

人権に配慮
した点

審議会委員意見
担当課
回答

目標値
（Ｒ７）

令和７年度
事業計画

●保護者への啓発 継続 75 ○保健だより等で啓発する。 ― ― 〇保健だより等で取り上げた。
保健だより等
で啓発する。 ― ○保健だより等で啓発する。

3 11  インターネットによる人権侵害

3 11 ①  インターネットの適切な利用に関する教育・啓発の推進

●ホームページ及び
　リーフレットによる
　啓発

人権・男女共
同参画課

継続 82

〇市ホームページでの啓発
・インターネットの危険性
　と利用する際のモラルの
　要性について掲載
〇リーフレット等による啓
　発
・法務局等のリーフレット
　を市役所1階のパンフ
　レットコーナーに配架
・小山行政チャンネルによ
　るＤＶＤの放映
　「インターネットと人
　権」（人権教育啓発推
　進センター作成）

― ―

〇市ホームページでの啓発
・インターネットの危険性と
利用する際のモラルの重要性
について掲載。
〇リーフレット等による啓発
・法務局等のリーフレットを
市役所1階のパンフレット
コーナーへ配置
・小山行政チャンネルによる
ＤＶＤの放映
　「インターネットと人権」
（人権教育啓発推進センター
作成）

Ａ

ホームペー
ジでは、誰
にでもわか
りやすい表
現にした。
パンフレッ
トを配架す
る際には、
人権課題で
偏りが出な
いよう配慮
した。

【確認】
情プラ法
(R7.4.1施行)に
よる担当課の取
組みを説明して
ください。

〇インターネット上で
被害を受けたり加害者
になったりしないため
に、インターネットを
安全に正しく使うため
の知識等について理解
を深めていただけるよ
う啓発に努めていま
す。「情プラ法」に関
しては、趣旨・目的に
ついて理解が得られる
よう昨年12月に家庭向
け人権啓発紙「ほほえ
み」で取り上げたとこ
ろです。

―

〇市ホームページでの啓発
・インターネットの危険性
　と利用する際のモラルの
　要性について掲載
〇リーフレット等による啓
　発
・法務局等のリーフレット
　を市役所1階のパンフ
　レットコーナーに配架
・小山行政チャンネルによ
　るＤＶＤの放映
　「インターネットと人
　権」（人権教育啓発推
　進センター作成）

●インターネットの危
　険性と利用する際の
　モラルに関する教育
　・啓発

生涯学習文化課 継続 83

○各種人権研修会にて取り上
げる。
○各種人権啓発紙・市ホーム
ページで取り上げる。

年5回 年3回

○豊田小親子人権学習会や子
育て広場支援センター等で取
り上げた。
○保護者向け人権啓発紙「ほ
ほえみ」で「情報流通プラッ
トフォーム対処法」等を取り
上げた。

Ｂ

学校等と連
携し、子ど
もたちの情
報モラルの
向上につな
がるよう工
夫した。

【要望】
人権擁護委員とド
コモが連携し、人
権教室を実施して
いるが、対象児童
生徒は毎年変わっ
ていくので、もっ
と多くの学校に実
施してもらいた
い。
【確認】
家庭でのＩＴリテ
ラシーの格差の対
応を説明してくだ
さい。

〇学校におけるスマホ・ネット安全
教室としては、青少年支援課が所管
している「親子学びあい事業（ネッ
ト時代の歩き方講習会）」があり、
令和7年度は16校（小11校、中4校、
義務1校）で実施予定です。希望し
ていても実施できない学校が4校あ
りました。人権擁護委員とドコモの
連携事業を紹介することで、より多
くの学校での実施につなげられれば
と考えます。

〇家庭でのＩＴリテラシーを高める
には、まず保護者がＩＴリテラシー
を身につけ、こどもと一緒にルール
づくりや情報共有することが大切と
されます。各校では格差是正のた
め、親子学びあい事業等を活用した
り、学校便り・長期休業前の保護者
会等で意図的に取り上げたりして、
保護者の意識を高められるよう取り
組んでいるところです。

年5回

○各種人権研修会にて取り上
げる。
○各種人権啓発紙・市ホーム
ページで取り上げる。

●学校教育情報の適正
　管理に関する教育・
　啓発

継続 84
○小山市学校教育情報セキュ
リティポリシー、ガイドライ
ンの周知

― ―

○校長、教頭、主幹教諭・教
務主任を対象とした研修会及
び情報活用能力育成研修の機
会を活用し、内容や留意点を
周知した。

個人情報に
ついて重要
度レベルに
応じた取扱
いを明示し
た。

【確認】
教育情報セキュ
リティポリシー
の定期的な見直
しをされている
か説明してくだ
さい。

―
○小山市学校教育情報セキュ
リティポリシー、ガイドライ
ンの周知

●研修会の開催 継続 84

○教育ＤＸ研修会
・ＤＸ推進、情報の適切な
　管理運用について周知
・事例研究会による啓発

年2回 年2回

○教育ＤＸ研修会（オンライ
ン開催）を開催した。
・第1回4月11日(木)70名参加
（各校2名）：DX推進、情報
の適切な管理運用
・第2回8月5日(月)35名参加
（各校1名）：情報のクラウ
ド化、アプリの利用

相手を意識
した情報の
収集・発信
の仕方等に
ついて、事
例を基に考
える機会を
設けた。

年2回

○教育ＤＸ研修会
・ＤＸ推進、情報の適切な
　管理運用について周知
・事例研究会による啓発

3 11 ②  インターネット上の人権侵害等に対する支援

3 11 ② 64

○差別的表現等の書
き込みに関する確認
体制づくり
○人権侵犯事案発生
時の関係機関との連
携

●差別的書き込みに関
　する対応

人権・男女共
同参画課

継続 85

〇差別的書き込みに関する
　確認体制
・週1回インターネット上
　の小山市に関連する
　Ｗｅｂサイトについて、
　差別事象の有無を調査
　及び確認
・掲載を確認した場合は、
　宇都宮地方法務局栃木支
　局に相談し、削除要請を
　する。

― ―

〇差別的書き込みに関する確
認体制
・週1回インターネット上の
小山市に関連するＷｅｂサイ
トについて、差別事象の有無
を調査及び確認
・掲載を確認した場合は、宇
都宮地方法務局栃木支局に相
談し、削除要請をする。

Ａ

早期発見に
つなげるた
め、差別的
書き込みが
ないかどう
か定期的に
確認を行っ
た。

【確認】
具体的にどのよ
うに実施してい
るのか。削除要
請はどのくらい
されているの
か。

〇毎週1回インター
ネット掲示板への悪質
な差別書込みがないか
を検索。重要な差別書
込みを発見した場合
は、栃木県及び宇都宮
地方法務局栃木支局へ
連絡及び相談をしま
す。
令和6年度 削除依頼件
数 0件

―

〇差別的書き込みに関する
　確認体制
・週1回インターネット上
　の小山市に関連する
　Ｗｅｂサイトについて、
　差別事象の有無を調査
　及び確認
・掲載を確認した場合は、
　宇都宮地方法務局栃木支
　局に相談し、削除要請を
　する。

3 11 ① 63

○情報の収集・発信
に関するルールやマ
ナーの理解及び情報
モラルを向上するた
めの学校教育の充実

こども教育課 Ｂ

3 11 ① 62

○プライバシーや個
人の名誉に関する正
しい理解とモラルを
もってインターネッ
トを利用するための
啓発活動

○学校教育における
児童生徒の発達段階
に応じたエイズ教育
の推進

3 7 ① 53

〇小山市教育情報セ
キュリティポリシーに
つきましては、文部科
学省「教育情報セキュ
リティポリシーに関す
るガイドライン」の改
訂に伴い、令和6年4月
に全面改定いたしまし
た。以降は令和7年4月
に組織改編に伴う一部
改正を行っておりま
す。
　引き続き、国や県の
動向及び本市における
運用状況や環境整備等
を踏まえた見直しを
行って参ります。

こども教育課 Ａ
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